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本地域の特徴である貴重な水や緑の資源、地域内に点在する歴史・文化資源を大切に守

り・育て、自然との触れ合いの場、市民の憩いの場としての活用を図ります。

また、これらの資源をつなぎ「水と緑の回廊」づくりを進め、地域資源を活かした魅力

あるまちづくりを進めます。

① 国府台周辺のシンボルとなる自然環境の保全と活用

・江戸川沿いの斜面緑地や里見公園、じゅん菜池緑地、小塚山公園等の象徴

的な樹林地は、緑の拠点として位置付け、自然環境の保全を図ります。

・谷津の自然環境、江戸川沿いや真間山などの連続する斜面緑地は、保存樹

林の指定や緑地協定等を活用して、地域住民と協働で保全の仕組みづくり

を進めます。

・じゅん菜池緑地周辺は、排水や浄

化処理の改善等を図り、じゅん菜

が育成する水辺環境の復元に努め

ます。

・緑の拠点を構成する公園は、広く

市民に親しまれる空間として機能

の充実を図り、自然との触れ合い

や学習、憩いの場として活用しま

す。

【水と緑、歴史・文化など資源活用の考え方】 

● 豊かな自然の保全と活用

  地域づくりの方針５．

（１）地域資源の活用

新 垣 真 衣 
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② 住宅地内の自然的環境の維持

・都市の中に、歴史的、文化的資源とともに自然的環境が残り、良好な住環

境が形成されている国府台周辺や真間川沿いの風致地区を維持します。

③ 生産緑地の維持と保全

・都市の中の貴重な緑地空間として、地域住民の協力のもとに農業施策と調

整しながら維持に努めます。

・菅野や平田地区の住宅地や寺社に残る黒松は、助成制度の充実や緑地協定

の活用などにより市民とともに守り、育て、次世代へ継承を図ります。

・弘法寺や国分尼寺跡、及び曽谷貝塚等の歴史資源が集積する地区は、歴史・

文化の拠点と位置付け、資源の保全に努めるとともに、広く情報を発信し、

多くの人々が楽しめる場所として、観光面の活用を図ります。

・「大門通り」と桜土手公園から真間川沿川にいたる「文学の散歩道」は歴

史・文化の軸として資源の保全とその活用を図ります。

① 憩いの場となる公園づくり

・住民の憩いの場やコミュニケーシ

ョンの場となる街区公園等の整備

や維持管理を住民と協働で推進

し、身近な緑の充実を図ります。

・菅野終末処理場は、重点的に緑化

を図り、新たな憩いの場づくりを

進めます。

② 公園内のバリアフリー化の推進

・高齢者や障害者、幼児などの利用に配慮して、段差の解消や障害物の排除

等、施設内外のバリアフリー化を進めます。

③ 住宅地等の緑化の推進

・植生等の地域特性を踏まえながら、河川沿いや主要な道路沿いの植樹を進

め、緑の帯の形成を図ります。

・公共公益施設や民有地の緑化を進め、身近な緑の充実を図ります。

● 歴史・文化資源の保全と活用

● 身近な公園づくりと緑化の推進

渡 辺 愛 美 
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① 江戸川の空間活用

・豊かな水と広がりを活かし、レクリエーション機能の充実を図るとともに、

舟運の導入と船着場の整備を関係機関に働きかけ、観光や防災面への活用

を図ります。 

・堤防上のサイクリングロードに接続する道路を整備し、より身近な活用を

図ります。

② 真間川水系の環境づくり

・真間川・国分川・春木川では、上流の松戸市民と連携して水質改善や水量

の確保などに取組み、自然回復と環境保全を図ります。

・また、生物の生息・生育環境に配慮した緑化護岸の整備など、自然環境と

の調和を図ります。

・真間川沿いを彩る桜並木等の保全を図るとともに、ベンチや休憩施設等を

設けて市民に親しまれ魅力ある水辺空間として活用します。

③ 国分川調節池の「新たな顔」づくり

・国分川と春木川に囲まれた国分川

調節池は、「水と緑の回廊」の中の

拠点として位置付け、周辺の未利用

地と一体に、水に親しむ空間整備を

進め、市民の憩いの場となる新たな

顔づくりを進めます。

 

 

● 川を活かした魅力ある環境づくり

福 田 紗 和 子 
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・国府台公園、じゅん菜池緑地、里

見公園、及び江戸川までの一帯

は、市民が生き生きと健康的に活

動できる場所としてスポーツ、レ

クリエーション施設の充実を図

ります。

・地域内に点在する貴重な地域資源

をつなぎ、ポケットパーク等を設

けるなど、魅力ある道づくりを進

めます。

・人や自転車の安全で快適な移動空

間を確保するとともに、レンタサ

イクルシステムを充実させて、気

軽に楽しめる環境整備を図りま

す。

・緑化に関する助成制度の充実など

により、周辺の緑の維持や創出を

図ります。

● 魅力ある地域資源をネットワークする｢水と緑の回廊｣づくり

● 水と緑を活用したスポーツ・リクリエーション活動の場づくり

麻 生 大 貴 

鈴 木 香 那 
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本地域の特徴である台地や谷津、真間山に代表される連続した斜面緑地を保全・育成す

るとともに、国分尼寺跡や弘法寺周辺の寺社等の文化財を関連づけて、自然と歴史・文化

的資源を活用した景観づくりを進めます。

① 自然や地形を活かした景観づくり

・国府台の台地から江戸川沿いに連なる緑地は、地域のシンボルとなる景観

として、守り、育て、活かします。

・曽谷や稲越地区に広がる低層の住宅地は、その地形を活かして、ゆるやか

な坂を特徴とする街並みづくりを進めます。

② 歴史や文化を活かした景観づくり

・大門通りは、「万葉のみち」として

の取組みを継続し、買物・通勤・

通学、また散策路として楽しめる

ように、商店街・住民・学生など

の更なる連携を図り、建物や街並

みづくりのルール化を検討するな

ど、歴史を活かしながら新たな文

化を生み出す景観づくりを進めま

す。

【景観形成の考え方】 

● 地域の特徴を活かした景観づくり

（２）魅力ある景観の形成

伊 藤 慧 



第２章◇地域別構想

92

第 
2 
章 
 
地
域
別
構
想
／
北
西
部
地
域 

① 駅周辺の景観づくり

・市川駅周辺は、建物の形態や色彩

の調和と統一を図るとともに、ス

トリートファニチャーの設置な

ど、市や地域の玄関口としてふさ

わしい賑わいと魅力ある景観づく

りを進めます。 

・北国分駅周辺は、風致地区の環境

に配慮した建物形態や色彩によ

り、ゆとりある住宅地と調和する

街並みづくりを進めます。

② 主要な道路沿いの景観づくり

・外かん道路沿いは、環境保全空間を活かして、地域の植生に配慮した街路

樹の植栽や沿道緑化を進め、「水と緑の回廊」を担う景観づくりを進めま

す。 

・国道 1 4 号沿いは、道路の整備と併せて住民参加型の魅力ある沿道景観づ

くりを進めます。 

・市川松戸線（(都)3 ･4 ･2 0 号)や (都)3 ･4 ･1 5 号（本八幡駅前線）等の道

路沿いは、街路樹などによる緑化を進めるとともに、その適正な維持管理

を図り、美しい沿道景観づくりを進めます。 

・また、屋外広告や交通安全施設等の設置・整備に関するルールづくりを進

めます。

③ 市民が主体の街並み景観づくり

・住宅地内では、敷地境界の造り方の工夫や壁面後退など、地域の特性に配

慮した良好な街並み景観づくりを進めます。 

● 市民・事業者、行政の協働による身近な景観づくり

鳥 飼 彩 
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本地域は、市川駅周辺の商業地、下総台地上の自然環境と共生する良好な住宅地、国府

台に集積する大学等の教育施設地など、多様な土地利用がなされています。それぞれの地

域特性を活かし、バランスのとれた個性ある土地利用を進めます。

① 地域の特性を活かした土地利用

・国道 1 4 号以北の住宅地は、良好な自然環境や歴史的な資源等の特性を活

かした、主として低層住宅地の土地利用を図ります。なお、大規模な開発

が行われる場合は、周辺の土地利用に配慮し、道路､公園､広場等の良好な

住環境を持つ土地利用を誘導します。  

・市川駅、本八幡駅周辺は、拠点としての機能とともに、利便性と安全性の

高い、主として中高層の一般住宅地の土地利用を図ります。 

・水と緑、歴史と文化に彩られた国府台公園周辺は、大学や公園、公共公益

施設の集積を活かした文教ゾーンとしての土地利用を図ります。

② 市川駅周辺の都市拠点の形成

・市の玄関口に位置する中心市街地として、商業・業務施設の充実を図ると

ともに、地域住民の交流場所となる拠点としての土地利用を図ります。

③ 北国分駅周辺の魅力ある地域拠点の形成

・住民の日常生活を賄うための商業や公共サービス機能の充実を図り、魅力

ある地域の拠点となる土地利用を図ります。

④ 京成本線各駅周辺の生活拠点の形成

・地域住民の生活に密着したサービス機能を担う土地利用を図ります。

【土地利用の考え方】 

● 都市機能と自然環境が共生する土地利用

（３）快適・活力ある住環境の整備
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⑤ 国道 14 号や主要な都市計画道路沿道の適正な土地利用

・国道 1 4 号沿道は、市川駅や本八

幡駅周辺の商業・業務機能を補完

する交通の利便性を活かした土地

利用を誘導します。 

・主要な都市計画道路の沿道は、道

路整備に併せて、防災性に優れた

魅力ある土地利用を誘導します。 

⑥ 市街化調整区域の土地利用

・台地上に広がる優良農地は、地域における農業生産の場、及び貴重な緑

の空間として保全します。

・外かん道路沿道は、「道の駅」など地域の農業や文化の特性を活かした交

流機能を担う土地利用を図ります。 

・土地利用転換が進んでいる東国分

の市街化調整区域は、周辺の低層

住宅地と調和のとれた土地利用を

図ります。

・その他の市街化調整区域は、当面、

市街化の抑制に努めますが、外か

ん道路や北千葉道路、国分川調節

池の整備を踏まえながら、都市と

農業が共存する土地利用を図りま

す。 武 田 侑 樹 

成 田 康 平 
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地域の特性を活かしつつ、狭い道路の改善や宅地細分化の防止策の検討など、良好な市

街地の形成を図ります。

また、多様な世代が住み続けることができる質の高い魅力的な市街地の形成を目指しま

す。 

① 防災性の高い市街地の形成

・市川駅周辺の市街地再開発事業を推進し、都市施設の整備と一体的に、防

災機能の充実した都市拠点にふさわしい市街地の形成を図ります。

・京成本線沿線や北部に点在する建物の密集した市街地は、避難地・避難路

を確保し、安全な市街地の形成を図ります。

・国道１４号沿道は、交通の利便性を活用した、賑わいのある市街地の整備

を行うとともに、防災機能の充実した市街地の形成を図ります。

・江戸川沿いの市街地は、スーパー堤防事業と調整を図り、一体的な市街地

の整備を行います。

② 地域の特性や成り立ちを活かした住宅地の形成

・国府台地区は、風致地区の環境を活かし、文教ゾーンと調和する落ち着き

のある住宅地の形成を図ります。

・菅野や平田地区は、防災面に配慮しつつ、黒松の保全に努め、その環境を

活かした良好な低層住宅地の形成を図ります。

・真間川沿いの市街地は、風致地区の環境を維持し、水辺空間と調和のとれ

た魅力ある住宅地の形成を図ります。

・敷地にゆとりのある低層住宅地は、地区計画制度や建築協定等の活用によ

り宅地細分化の防止に努め、良好な住環境の形成を図ります。

・台地や谷津等の特徴ある住宅地は、建築協定や緑地協定などの住民主体の

ルールづくりを推奨し、緑多い良好な住環境の維持に努めます。

【市街地整備の考え方】 

● 地域の特性を活かし、安全で快適な市街地の形成

● 質の高い住環境の形成
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市街地の整備や道路・公園等の施設整備と併せて都市の防災機能の強化を図り、地震や

火災・水害等の災害に強く、安全で、安心して暮らせるまちづくりを進めます。

① 一時避難場所や広域避難場所の整備・改善

・小塚山公園周辺や国府台地区等の広域避難場所となる所、また、学校・公

民館等の一時避難場所においては、耐震改修など、防災機能の充実を図り

ます。

・国分川調節池は、「水と緑の回廊」上の防災の拠点として、機能の充実を

図ります。

② 避難場所・避難路周辺の耐震・耐火性の促進

・避難場所や避難路周辺の建物は、

耐震化と併せて、火災の延焼を抑

えるために不燃化を促進します。

・狭い道路の改善を図るとともに、

避難場所までの避難路整備を行

い、安全で円滑な避難の確保を図

ります。

③ 外かん道路の整備と併せた避難路の整備

・円滑な避難活動を行うため、外かん道路を軸とした都市計画道路の整備を

推進し、防災性の向上を図ります。

④ 密集市街地の整備・改善

・市川駅北部の建物が密集した市街地では、都市施設と一体となったまちづ

くりや個別の開発、また建替えなどに併せ、耐震・不燃化を促進し、防災

機能の向上を図ります。

● 災害に強いまちづくり

【防災まちづくりの考え方】 

（４）安全で安心な住環境の形成

蔵 本 奈 々 
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⑤ 水害に強いまちづくり

・河川の氾濫を防止するために、真間川、国分川、春木川等の総合的な治水

対策を進めます。

・市街地を洪水から守るために、江戸川のスーパー堤防事業を促進し、水害

に強いまちづくりを進めます。

誰もが快適に活動できる、障害のない、清潔な環境づくりを目指すとともに、防犯施設

の設置を充実するなど、安全なまちづくりを進めます。

① 公共的施設や住宅等のバリアフリー化とユニバーサルデザインの導入

・高齢者や障害者の自立した生活の支援に向けて、公共的施設をはじめ民間

住宅のバリアフリー化を推進します。

・公共公益施設等については、誰もが使いやすくわかりやすい、ユニバーサ

ルデザインによる施設の整備・改善を進めます。

② コミュニティによる防犯対策の推進

・地域住民一人一人の防犯に対する意識の向上を促すとともに、コミュニテ

ィ活動への支援や体制作りを進めるなど、防犯対策の推進を図ります。

① 下水道幹線（松戸幹線）の整備

・真間川以北の公共下水道の整備を推進するために、下水道幹線（松戸幹線）

の整備を促します。

② 公共下水道の整備

・下水道幹線の整備に併せて、公共

下水道整備を進め、生活環境や河

川の水質等の向上を図ります。

● 安心して暮らせる環境づくり

【安心して快適に暮らせるまちづくりの考え方】 

● 清潔な暮らしを支える環境づくり

秋 山 弥 紀 
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都市の骨格となる外かん道路や都市計画道路の整備を進め、暮らしを支える道路網を充

実させるとともに、駅周辺の整備や安全な歩行者空間の確保など、人にやさしい交通環境

づくりを進めます。

① 外かん道路等の都市計画道路の整備

・外かん道路は、防災、景観、安全、安心の観点を意識した整備を進め、新

たな南北交通軸の形成を図ります。 

・外かん道路の整備と併せて、国道 1 4 号や(都)3 ･5 ･2 8 号（国分下貝塚線）、

市川松戸線（(都)3 ･4 ･2 0 号）、(都)3 ･4 ･1 5 号（本八幡駅前線）等の都

市計画道路の整備を進め、道路網の充実を図ります。

② 京成本線と主要な道路の立体交差化の推進

・踏み切りによる交通渋滞の解消と安全な通行の確保のために、京成本線と

主要な道路の立体化を進めます。

① 駐車場や駐輪場の充実

・各駅周辺の駐車場や駐輪場の整備を進めるとともに、放置自転車対策の強

化を図ります。

② 公共交通機能の充実

・信号が優先的に青になるなどの公共交通車輌優先システムの導入や外かん

道路の整備に併せた運行ルートの検討を働きかけるなど、バス交通の機能

向上を図ります。 

・地域の資源や公共公益施設を結ぶコミュニティバスの導入等により、利便

性の向上を図ります。

③ 交差点改良の推進による安全性の確保

・安全な交通環境の実現に向けて、既存道路の右折レーンや隅切り用地の確

保と整備を進めます。

【交通体系の考え方】 

● 円滑な交通処理の実現

（５）暮らしを支える交通環境の形成

● 安全で快適な交通環境づくり
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① 人や自転車の移動しやすい空間づくり

・外かん道路の自転車歩行者道は、人と自転車の分離を図るなど、快適な道

づくりを働きかけます。

・都市計画道路の整備と併せた歩道幅員の確保、また既存道路の安全性の確

保や歩道舗装材の検討など、誰もが安心して移動できる道づくりを進めま

す。

・地域内に点在している資源や、公

共公益施設等をつなぐ、人や自転

車通行にやさしい道づくりを進め

ます。 

② 駅周辺のバリアフリー化の推進

・市川駅周辺は、交通バリアフリ－

法による基本構想に基づき、歩道

の段差解消や交通安全施設の整備

を推進します。

● 人にやさしい道づくり

山 本 彩 夏 

金 城 麻 紀 
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北西部地域の公園や緑地、水辺空間は、後世に引き継いでいくべき貴重な資源で

す。「水と緑の回廊計画」は、これらの資源を守り、豊かなものとするために、ネッ

トワーク化（回廊）を図り、個々の資源から全体の資産として価値を高め、魅力的

で安全･安心なまちの空間として整備することを目的とします。

「水と緑の回廊計画」を実現するための整備方針を以下のとおり定めます。

① 自然環境の保全対策を実施するとともに、外かん道路や国分川調節池、菅野終

末処理場等の公共用地の緑化や水辺空間の整備を重点的に進めます。 

② 歩行者や自転車が安全で快適に移動できるような道づくりを進めます。 

③ 緑化に関する既存の助成制度等の拡充やまちづくり制度の活用などより、宅地

内の豊かな緑の維持や新たな緑の創出を図ります。 

④ 地域の市街地構造と景観の骨格を形成するとともに、市街地の安全性向上に寄

与するため、災害時の延焼防止帯や避難路として、防災機能の向上を図ります。 

⑤ 世代を超えたコミュニケーションを活性化させるために、関連する施設の整備

等を関係機関に働きかけていきます。また、それを契機としてユニバーサルデ

ザインの導入を促進します。 

※５．地域づくりの方針の中に記載しています。

【水と緑の回廊計画】

◆ 「水と緑の回廊計画」の基本的な考え方

＊ 北西部地域の懇談会でまとめられた、地域の

特徴である「水と緑の回廊計画」について

◆ 「水と緑の回廊計画」の整備方針

◆ 「水と緑の回廊計画」における拠点等の整備の考え


